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木製・資源粗大ごみ
出せる場所 知多南部クリーンセンター (ストックヤード)

出し方 知多南部クリーンセンター（ストックヤード）に直接搬入してください。

○10㎏あたり100円の処理手数料がかかります。
○知多南部衛生組合が処理を担当するごみです。知多南部広域環境組合が処理を担当する可燃性粗大ごみ・
不燃性粗大ごみ（☞11・12ページ）とは、別計量・別会計となります。

○木製・資源粗大ごみと可燃性・不燃性粗大ごみ（☞11・12ページ）を積み合わせで持ち込んだ場合、計量・支払
いが２回になります。
○分別をしていなかったり、受入可能なサイズを超える場合、受入をお断りします。
○燃料を使用する製品は、中の燃料を使い切ってから出してください。
○材質や形状により、受入できないものがあります。
○詳しくは、知多南部衛生組合（☎0569-62-0402）へお問い合わせください。

資源粗大ごみの一例 縦200cm×横150cm×奥行100ｃm以下の
金属製品
家電製品

木製粗大ごみの一例 縦250cm×横150cm×奥行100ｃm以下の木製家具

カラーボックスベッドフレーム 木製の机 木製のタンス

ファンヒーター

扇風機
自転車

物干し竿

ガスコンロ 石油ストーブ 掃除機

埋立ごみ
出せる場所 知多南部クリーンセンター (ストックヤード)

出し方 知多南部クリーンセンター（ストックヤード）に直接搬入してください。

自然物であり「ごみ」という扱いはしておりませんが、ガーデニングや庭の手入れで不要となった
土や石については、上記の基準内で受入します。

埋立ごみの一例 ※大量の搬入はできません。

○10㎏あたり100円の処理手数料がかかります。
○受入可能なサイズは、概ねコンクリートブロック2個分(40cm×40cm×20cm)までです。
○搬入できる量は、軽トラック最大積載量の半分程度(約175kg)までです。継続的な搬入はできません。
○建築廃材やリフォーム(重機や専門的な機械を使用したDIY含む)で生じた埋立ごみは、受入できません。
○石膏ボード始め石膏を含む製品は、埋立時に危険ガス(硫化水素)が発生する可能性があるため受入できません。
○材質、形状、搬入量、発生事由により受入できないものがあります。
　例:石臼･タコ壺･鉄筋入りコンクリートなど
○詳しくは、知多南部衛生組合（☎0569-62-0402）へお問い合わせください。

ボウリング玉 物干し土台 火鉢

ブロック かわら れんが

家庭で不要となった土や石の処分
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